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ａ
．
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め

の
人
権
相
談
所
や
電
話
相
談

所
を
充
実
す
る

ｂ
．
各
種
広
報
媒
体
の
活
用

や
街
頭
啓
発
な
ど
広
報
啓
発

活
動
を
推
進
す
る

ｃ
．
学
校
や
職
場
に
対
し
て
、
犯
罪

被
害
者
等
の
実
情
や
心
情
を
理
解
す

る
た
め
の
教
育
・
啓
発
を
充
実
す
る

ｄ
．
犯
罪
被
害
者
等
の
就
職

機
会
を
確
保
す
る

ｅ
．
犯
罪
被
害
者
等
に
経
済

的
支
援
を
行
う

ｆ
．
犯
罪
被
害
者
等
に
接
す

る
警
察
官
な
ど
の
教
育
や
訓

練
を
充
実
す
る

ｇ
．
精
神
的
被
害
に
対
応
す

る
た
め
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
行
う

ｈ
．
捜
査
や
刑
事
裁
判
に
お

い
て
犯
罪
被
害
者
等
に
配
慮

し
た
施
策
を
講
じ
る

ｉ
．
犯
罪
被
害
者
等
の
人
権

に
配
慮
し
た
報
道
や
取
材
を

行
う

ｊ
．
犯
罪
予
防
・
防
止
の
た

め
の
施
策
を
充
実
さ
せ
る

ｋ
．
わ
か
ら
な
い

ｌ
．
そ
の
他

ｍ
．
無
回
答
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a.犯罪被害者等のための人権相談所や電話相談所を充実する b.各種広報媒体の活用や街頭啓発など広報啓発活動を推進する
c.学校や職場に対して、犯罪被害者等の実情や心情を理解するための教育・啓発を充実する d.犯罪被害者等の就職機会を確保する
e.犯罪被害者等に経済的支援を行う f. 犯罪被害者等に接する警察官などの教育や訓練を充実する
g.精神的被害に対応するためのカウンセリングを行う h.捜査や刑事裁判において犯罪被害者等に配慮した施策を講じる
i. 犯罪被害者等の人権に配慮した報道や取材を行う j. 犯罪予防・防止のための施策を充実させる
k.わからない l. その他
m.無回答
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a.犯罪被害者等のための人権相談所や電話相談所を充実する b.各種広報媒体の活用や街頭啓発など広報啓発活動を推進する
c.学校や職場に対して、犯罪被害者等の実情や心情を理解するための教育・啓発を充実する d.犯罪被害者等の就職機会を確保する
e.犯罪被害者等に経済的支援を行う f. 犯罪被害者等に接する警察官などの教育や訓練を充実する
g.精神的被害に対応するためのカウンセリングを行う h.捜査や刑事裁判において犯罪被害者等に配慮した施策を講じる
i. 犯罪被害者等の人権に配慮した報道や取材を行う j. 犯罪予防・防止のための施策を充実させる
k.わからない l. その他
m.無回答
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